
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一

平

成

三

十

一

年

第

三

〇

六

三

号

三

月

一

日

（ 金 曜 日 ）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

道
路
区
域
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
区
域
の
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

屋
外
広
告
物
を
禁
止
す
る
地
域
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
告
示

指
定
講
習
機
関
の
代
表
者
の
氏
名
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　
監
　
査
　
公
　
表

監
査
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
定
期
監
査
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

平
成
三
十
一
年
度
全
期
技
能
検
定
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

平
成
三
十
一
年
度
前
期
技
能
検
定
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
決
定
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

一
般
国
道
四

四
二
号

豊
後
大
野
市
朝
地
町
朝
地
字
寺
田
八
八
九
番
七
か
ら

豊
後
大
野
市
朝
地
町
坪
泉
字
尾
久
保
一
二
九
番
二
地

先
ま
で

メ
ー
ト
ル

四
三
・
〇　
　

～
一
〇
・
五

メ
ー
ト
ル

一
、
五
一
九
・
六

竹
田
市
大
字
挾
田
字
日
久
三
〇
三
九
番
二
地
先
か
ら

竹
田
市
大
字
会
々
字
七
里
一
四
六
五
番
二
ま
で

三
九
・
〇　
　

　

～　

九
・
七

三
、
六
八
〇
・
〇

県
道
竹
田
犬

飼
線

豊
後
大
野
市
朝
地
町
朝
地
字
寺
田
八
八
九
番
七
か
ら

豊
後
大
野
市
朝
地
町
下
野
字
姉
井
迫
八
〇
番
二
ま
で

五
八
・
〇　
　

　

～　

七
・
八

二
、
一
七
八
・
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備　

考

県
道
臼
杵
津

久
見
線

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
〇

一
番
六
二
か
ら

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
水
ケ

浦
一
一
五
番
一
〇
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
五
・
〇　
　

　

～　

六
・
八

メ
ー
ト
ル

一
、
四
一
〇
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

系
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
〇

一
番
六
二
か
ら

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
水
ケ

浦
一
一
五
番
一
〇
ま
で

後

Ａ

一
五
・
〇　
　

　

～　

六
・
八

一
、
四
一
〇
・
〇



平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
〇

二
番
一
九
か
ら

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
水
ケ

浦
一
二
八
番
四
ま
で

Ｂ

三
七
・
〇　
　

　

～
一
〇
・
〇

一
、
四
一
〇
・
〇

う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
野
津
宇

目
線

臼
杵
市
野
津
町
大
字
白
岩
字
戸
屋
平
六

八
二
番
二
か
ら

臼
杵
市
野
津
町
大
字
白
岩
字
戸
屋
平
七

三
五
番
二
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
〇
・
〇　
　

　

～　

五
・
五

メ
ー
ト
ル

三
二
九
・
〇

臼
杵
市
野
津
町
大
字
白
岩
字
戸
屋
平
六

八
二
番
二
か
ら

臼
杵
市
野
津
町
大
字
白
岩
字
戸
屋
平
七

三
三
番
一
地
先
ま
で

後

一
二
・
二　
　

　

～　

五
・
五

三
二
九
・
〇

県
道
大
泊
浜

徳
浦
線

臼
杵
市
大
字
風
成
字
浜
六
〇
二
番
一
一

〇
か
ら

臼
杵
市
大
字
風
成
字
久
保
九
六
一
番
二

地
先
ま
で

前

一
一
・
三　
　

　

～　

四
・
八

五
三
〇
・
〇

後

三
六
・
八　
　

　

～　

四
・
九

五
三
〇
・
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
四
浦
日

代
線

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
小
河
原
二
〇
七

五
番
三
地
先
か
ら

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
鳩
浦
一
五
〇
二

番
三
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
八
・
〇　
　

　

～　

六
・
二

メ
ー
ト
ル

六
八
〇
・
〇

後

一
八
・
〇　
　

　

～　

八
・
一

六
八
〇
・
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
津
久
見
野
津
線

臼
杵
市
大
字
乙
見
字
川
平
二
五
三
二
番
二
〇
か
ら

臼
杵
市
大
字
乙
見
字
川
平
二
五
三
三
番
二
ま
で

平
三
一
・　

三
・　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　



平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
公
安
委
告
示
）

大
分
県
告
示
第
九
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
大
泊
浜
徳
浦
線

臼
杵
市
大
字
風
成
字
天
神
崎
九
三
〇
番
四
地
先
か
ら

臼
杵
市
大
字
風
成
字
久
保
九
六
一
番
二
地
先
ま
で

平
三
一
・　

三
・　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
七
号

　

屋
外
広
告
物
を
禁
止
す
る
地
域
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　

二
の
表
の
国
道
五
七
号
の
項
中
「
朝
地
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
朝
地
町
下
野
字
上
牛
ヶ
迫
一
四
四
番

一
）
」
を
「
竹
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
竹
田
市
大
字
会
々
字
平
一
二
〇
三
番
）
」
に
改
め
、
同
表
の
国
道

二
一
二
号
の
項
中
「
中
津
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
三
光
西
秣
字
市
郎
迫
二
二
七
三
番
三
）
」
を
「
田

口
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
）
」
に
、
「
本
耶
馬
溪
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
」
を
「
本
耶
馬
渓
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
」
に
、
「
本
耶
馬
溪
町
」
を
「
本
耶
馬
渓
町
」
に
改
め
る
。

　

三
の
１
の
表
の
国
道
五
七
号
の
項
中
「
朝
地
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
朝
地
町
下
野
字
上
牛
ヶ
迫
一

四
四
番
一
）
」
を
「
竹
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
竹
田
市
大
字
会
々
字
平
一
二
〇
三
番
）
」
に
改
め
、
同

表
の
国
道
二
一
二
号
の
項
中
「
中
津
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
三
光
西
秣
字
市
郎
迫
二
二
七
三
番
三
）
」

を
「
田
口
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
）
」
に
、
「
本
耶
馬
溪
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
」
を
「
本
耶
馬
渓
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
」
に
、
「
本
耶
馬
溪
町
」
を
「
本
耶
馬
渓
町
」
に
改
め

る
。

　
　
　
附
　
則
　

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
の
表
の
国
道
二
一
二
号
の
項
の
改
正
規
定

（
「
中
津
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
三
光
西
秣
字
市
郎
迫
二
二
七
三
番
三
）
」
を
「
田
口
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
（
同
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
三
の
１
の
表
の
国
道

二
一
二
号
の
項
の
改
正
規
定
（
「
中
津
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
三
光
西
秣
字
市
郎
迫
二
二
七
三
番

三
）
」
を
「
田
口
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
同
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
安
委
員
会
告
示

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第

2
1
号

  指
定

講
習

機
関

に
関

す
る

規
則

（
平

成
２

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
１

号
）

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

指
定

講
習

機
関

の
代

表
者

の
氏

名
に

つ
い

て
変

更
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

２
項

の
規

定
に

基

づ
き

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

  　
平

成
3
1

年
３

月
１

日

                            大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
石

　
　

　
田

　
　

　
敦

　
　

　
子

　

１
　

大
分

県
自

動
車

学
校

名
　

　
　

　
　

　
　

称
公

益
財

団
法

人
　

大
分

県
交

通
安

全
協

会

代
表

者
の

氏
名

変
　

更
　

前
幸

重
　

綱
二

変
　

更
　

後
杉

原
　

正
晴

変
    更

    年
    月

    日
平

成
3
0

年
９

月
1
2

日

２
　

佐
伯

自
動

車
学

校

名
　

　
　

　
　

　
　

称
一

般
財

団
法

人
　

佐
伯

自
動

車
学

校

代
表

者
の

氏
名

変
　

更
　

前
安

藤
　

茂

変
　

更
　

後
柳

井
　

二
生

変
    更

    年
    月

    日
平

成
3
0

年
４

月
1
6

日

３
　

亀
の

井
自

動
車

学
校

・
鶴

崎

名
　

　
　

　
　

　
　

称
山

口
産

業
株

式
会

社
　

亀
の

井
自

動
車

学
校

・
鶴

崎

代
表

者
の

氏
名

変
　

更
　

前
山

口
　

巧

変
　

更
　

後
山

口
　

努

変
    更

    年
    月

    日
平

成
3
1

年
２

月
１

日

４
　

亀
の

井
自

動
車

学
校

・
竹

田

名
　

　
　

　
　

　
　

称
株

式
会

社
　

竹
田

自
動

車
協

会

代
表

者
の

氏
名

変
　

更
　

前
山

口
　

巧

変
　

更
　

後
山

口
　

努



平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
・
監
査
公
表
）

四

変
    更

    年
    月

    日
平

成
3
1

年
２

月
１

日

５
　

亀
の

井
自

動
車

学
校

・
臼

杵

名
　

　
　

　
　

　
　

称
山

口
産

業
株

式
会

社
　

亀
の

井
自

動
車

学
校

・
臼

杵

代
表

者
の

氏
名

変
　

更
　

前
山

口
　

巧

変
　

更
　

後
山

口
　

努

変
    更

    年
    月

    日
平

成
3
1

年
２

月
１

日

６
　

大
分

自
動

二
輪

車
教

習
所

名
　

　
　

　
　

　
　

称
有

限
会

社
　

大
明

工
業

　
大

分
自

動
二

輪
車

教
習

所

代
表

者
の

氏
名

変
　

更
　

前
山

口
　

巧

変
　

更
　

後
山

口
　

努

変
    更

    年
    月

    日
平

成
3
1

年
２

月
１

日

○
監
　
査
　
公
　
表

監
査
委
員
公
表
第

6
3
4
号

  平
成

3
0

年
1
2

月
４

日
付

け
監

査
第

4
5
5

号
で

提
出

し
た

定
期

監
査

結
果

の
報

告
に

対
し

、
大

分
県

知
事

、

大
分

県
教

育
委

員
会

教
育

長
及

び
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

か
ら

、
措

置
を

講
じ

た
旨

の
通

知
が

あ
っ

た

の
で

、
地

方
自

治
法
（

昭
和

2
2

年
法

律
第

6
7

号
）
第

1
9
9

条
第

1
2

項
の

規
定

に
よ

り
次

の
と

お
り

公
表

す
る

。

　
　

平
成

3
1

年
３

月
１

日

大
分

県
監

査
委

員
　

　
首

　
　

　
藤

　
　

　
博

　
　

　
文

　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
長

　
　

　
野

　
　

　
恭

　
　

　
子

　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
元

　
　

　
𠮷

　
　

　
俊

　
　

　
博

　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
馬

　
　

　
場

　
　

　
　

　
　

　
林

　

１
　

指
摘

事
項

監
査

対
象

機
関

監
査

実
施

日
監

査
結

果
の

指
摘

事
項

及
び

そ
の

措
置

状
況

（
知

事
部

局
・

企
画

振
興

部
)

芸
術

文
化

ス
ポ

ー
ツ

振

興
課

平
成

3
0
年

７
月

1
1
日

平
成

3
0
年

８
月

３
日

指
摘

事
項

　
行

政
財

産
の

目
的

外
使

用
料

に
つ

い
て

、
改

定

前
の

台
帳

価
格

に
よ

り
算

定
を

行
っ

た
こ

と
か

ら
、過

大
に

徴
収

し
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
過

大
徴

収
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

30年
12月

27

日
に

使
用

者
へ

還
付

済
み

。

　
今

後
は

、
数

年
に

一
度

の
業

務
に

つ
い

て
一

覧

表
を

作
成

の
上

、
引

継
ぎ

の
漏

れ
を

防
ぐ

。

　
な

お
、

複
層

的
な

チ
ェ

ッ
ク

を
行

う
た

め
、

引

継
時

に
班

総
括

に
も

一
覧

表
の

説
明

を
行

う
。

（
知

事
部

局
・

生
活

環
境

部
)
                                                          

生
活

環
境

企
画

課
平

成
3
0
年

６
月

１
日

平
成

3
0
年

７
月

1
2
日

指
摘

事
項

　
平

成
28年

度
大

分
県

交
通

安
全

推
進

協
議

会
補

助
金

に
つ

い
て

、
額

の
確

定
事

務
の

遅
延

を
昨

年

度
の

監
査

で
指

導
さ

れ
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

監
査

日
現

在
に

お
い

て
い

ま
だ

行
わ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
事

務
処

理
の

進
捗

状
況

を
改

め
て

確
認

し
、

額

の
確

定
事

務
を

完
了

し
た

。

　
今

後
は

、
事

務
処

理
を

適
時

・
適

切
に

実
施

す

る
よ

う
進

捗
状

況
の

確
認

を
事

業
担

当
と

総
務

担

当
の

相
互

で
行

う
。

確
認

方
法

に
つ

い
て

は
、

進

捗
状

況
を

管
理

す
る

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
に

よ
り

、

双
方

で
確

認
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

（
知

事
部

局
・

商
工

労
働

部
)

経
営

創
造

・
金

融
課

平
成

3
0
年

６
月

1
9
日

指
摘

事
項

平
成

3
0
年

７
月

2
0
日

　
大

分
県

中
小

企
業

高
度

化
資

金
貸

付
金

に
つ

い
て

、
違

約
金

に
係

る
調

定
が

年
度

を
超

え
て

遅
延

し
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
遅

延
し

て
い

る
違

約
金

に
つ

い
て

は
平

成
29年

10月
27日

に
調

定
済

み
。

現
在

は
、

担
当

職
員

と
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五

専
門

員
に

よ
る

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
に

よ
り

、
完

済

時
の

チ
ェ

ッ
ク

を
強

化
し

て
い

る
。

（
知

事
部

局
・

会
計

管
理

局
）
　

                                                         

用
度

管
財

課
平

成
3
0
年

７
月

2
5
日

平
成

3
0
年

８
月

2
3
日

指
摘

事
項

　
庁

舎
清

掃
業

務
委

託
契

約
と

庁
舎

機
械

警
備

業

務
委

託
契

約
に

つ
い

て
、

検
査

調
書

の
作

成
に

代

わ
る

も
の

で
あ

る
受

託
者

か
ら

の
業

務
実

施
結

果

報
告

書
の

回
覧

決
裁

が
行

わ
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
、

報
告

書
に

報
告

さ
れ

て
い

な
い

項
目

が
あ

る
に

も

か
か

わ
ら

ず
、

実
施

の
確

認
を

行
わ

な
い

ま
ま

支

払
手

続
を

行
う

な
ど

、
履

行
確

認
が

不
十

分
な

事

例
が

多
数

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
平

成
30年

６
月

４
日

に
各

地
方

機
関

の
庁

舎
管

理
者

あ
て

委
託

業
務

の
実

施
計

画
の

承
認

及
び

報

告
書

の
検

査
体

制
に

つ
い

て
徹

底
す

る
よ

う
通

知

す
る

と
と

も
に

、
監

査
を

受
け

平
成

30年
10月

17

日
に

清
掃

業
務

の
履

行
確

認
を

徹
底

す
る

よ
う

通

知
し

た
。

　
更

に
用

度
管

財
課

に
お

い
て

も
各

地
方

機
関

で

実
施

計
画

ど
お

り
に

履
行

確
認

し
て

い
る

か
確

認

で
き

る
よ

う
報

告
書

の
様

式
を

改
善

す
る

と
と

も

に
、

集
約

化
に

よ
る

用
度

管
財

課
と

地
方

機
関

の

役
割

分
担

を
庁

舎
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
明

記
し

て
、

そ
ご

が
生

じ
な

い
よ

う
な

体
制

づ
く

り
を

行

う
。

　
な

お
、

清
掃

の
実

施
状

況
を

改
め

て
確

認
し

た

結
果

、
３

地
方

機
関

で
定

期
清

掃
や

害
虫

駆
除

の

実
施

を
確

認
で

き
な

か
っ

た
た

め
、

受
託

者
か

ら

348,772円
を

返
納

さ
せ

る
と

と
も

に
、

２
月

間
の

指
名

停
止

を
行

う
こ

と
と

し
た

。

２
　

注
意

事
項

監
査

対
象

機
関

監
査

実
施

日
監

査
結

果
の

注
意

事
項

及
び

そ
の

措
置

状
況

（
知

事
部

局
・

総
務

部
)

人
事

課
平

成
3
0
年

７
月

1
7
日

平
成

3
0
年

８
月

９
日

注
意

事
項

　
資

金
前

渡
に

よ
る

講
習

会
受

講
料

の
支

出
に

つ
い

て
、

精
算

手
続

が
遅

延
し

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
資

金
前

渡
精

算
の

処
理

状
況

を
整

理
し

た
資

金
前

渡
一

覧
表

を
集

中
化

所
属

及
び

人
事

課
で

共
有

す
る

。
具

体
的

に
は

、
資

金
前

渡
を

し
た

時
に

集
中

化
所

属
で

そ
の

内
容

を
入

力
し

、
資

金
前

渡
精

算
書

を
起

票
し

た
時

に
人

事
課

で
精

算
確

認
の

チ
ェ

ッ
ク

を
入

力
す

る
。

　
ま

た
、
人

事
課

と
集

中
化

所
属

の
担

当
者

が
、

一
覧

表
を

週
一

回
確

認
し

精
算

手
続

の
漏

れ
を

防
ぐ

。

（
知

事
部

局
・

商
工

労
働

部
)

商
工

労
働

企
画

課
平

成
3
0
年

６
月

1
5
日

平
成

3
0
年

７
月

2
0
日

注
意

事
項

　
普

通
財

産
の

貸
付

料
に

つ
い

て
、

前
年

の
地

価
公

示
標

準
価

格
に

よ
り

算
定

を
行

っ
た

こ
と

か
ら

、
過

小
に

徴
収

し
て

い
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
本

年
の

地
価

公
示

標
準

価
格

に
基

づ
く

変
更

契
約

を
締

結
し

、
差

額
分

を
平

成
3
0
年

９
月

６

日
付

け
で

徴
収

し
た

。

　
本

年
の

地
価

公
示

標
準

価
格

が
公

示
さ

れ
る

前
に

賃
貸

借
契

約
に

つ
い

て
の

起
案

を
行

わ
な

け
れ

ば
い

け
な

い
必

然
性

は
認

め
ら

れ
な

か
っ
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六

た
。

再
発

防
止

策
と

し
て

、
賃

貸
借

契
約

の
起

案
を

当
該

年
の

地
価

公
示

標
準

価
格

公
示

確
認

後
に

す
る

よ
う

徹
底

す
る

。

工
業

振
興

課
平

成
3
0
年

６
月

1
8
日

か
ら

平
成

3
0
年

６
月

1
9
日

ま
で

平
成

3
0
年

７
月

2
0
日

注
意

事
項

　
使

用
さ

れ
て

い
な

い
携

帯
電

話
に

つ
い

て
、

契
約

を
解

約
す

る
こ

と
な

く
使

用
料

を
払

い
続

け
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
平

成
3
0
年

７
月

６
日

付
け

で
解

約
し

た
。

　
今

後
は

、
所

属
長

以
下

今
回

の
事

例
を

共
有

し
、

同
様

の
事

例
が

発
生

し
な

い
よ

う
適

正
な

事
務

処
理

に
努

め
る

。

（
知

事
部

局
・

農
林

水
産

部
)

農
地

活
用

・
集

落
営

農

課

平
成

3
0
年

７
月

1
8
日

平
成

3
0
年

８
月

2
0
日

注
意

事
項

　
役

務
提

供
契

約
に

つ
い

て
、

年
度

内
に

履
行

が
完

了
し

て
い

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

年
度

予
算

に
よ

り
支

出
し

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
班

総
括

会
議

で
問

題
点

と
防

止
対

策
を

情
報

共
有

す
る

と
と

も
に

、
班

員
に

対
し

て
再

発
防

止
を

徹
底

し
た

。

　
今

後
は

、
会

計
年

度
の

取
扱

い
に

つ
い

て
十

分
に

留
意

し
、

十
分

な
履

行
期

間
を

確
保

す

る
。

園
芸

振
興

課
平

成
3
0
年

７
月

2
0
日

平
成

3
0
年

８
月

2
0
日

注
意

事
項

　
活

力
あ

ふ
れ

る
園

芸
産

地
整

備
事

業
に

つ
い

て
、

補
助

対
象

事
業

費
の

算
定

を
誤

っ
た

た
め

、

補
助

金
を

過
大

に
支

出
し

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
現

在
、

過
大

交
付

と
な

っ
た

補
助

金
に

つ
い

て
、

市
町

村
と

返
還

手
続

を
進

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。

　
再

発
防

止
に

向
け

、
事

業
実

施
計

画
の

認
定

時
や

補
助

金
交

付
申

請
・

変
更

交
付

申
請

等
の

各
段

階
で

の
確

認
に

つ
い

て
、

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
の

活
用

と
複

数
職

員
で

の
チ

ェ
ッ

ク
の

徹

底
・

強
化

を
図

る
。

　
ま

た
、

補
助

事
業

者
で

あ
る

市
町

村
に

対
し

、

補
助

要
件

、
事

業
実

施
手

順
等

の
説

明
に

加
え

、

補
助

対
象

事
業

費
の

算
定

基
礎

と
な

る
標

準
事

業
費

の
積

算
及

び
確

認
方

法
に

つ
い

て
、

担
当

者
会

議
を

通
じ

て
再

度
十

分
な

説
明

を
行

う
。

畜
産

振
興

課
平

成
3
0
年

７
月

1
9
日

平
成

3
0
年

８
月

2
0
日

注
意

事
項

　
時

間
外

勤
務

手
当

に
つ

い
て

、
週

休
日

に
勤

務
を

命
じ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
手

当
を

支
給

し
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
手

当
の

未
支

給
分

は
、

勤
務

状
況

を
確

認
し

、

８
月

2
6
日

に
支

給
済

み
。

　
今

後
は

、
時

間
外

勤
務

命
令

に
つ

い
て

適
正

に
申

請
す

る
よ

う
全

職
員

に
周

知
す

る
と

と
も

に
、

班
総

括
を

は
じ

め
課

室
長

の
チ

ェ
ッ

ク
機

能
を

よ
り

厳
格

に
し

、
同

様
の

事
例

が
発

生
し

な
い

よ
う

努
め

る
。

（
知

事
部

局
・

土
木

建
築

部
)

河
川

課
平

成
3
0
年

７
月

３
日

平
成

3
0
年

７
月

3
1
日

注
意

事
項

　
公

務
旅

行
に

使
用

す
る

自
家

用
車

に
つ

い
て

、

職
員

か
ら

申
請

を
受

け
て

い
た

登
録

手
続

を
失
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成
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月
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（
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査
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七

念
し

て
い

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
車

両
の

使
用

を
承

認
し

旅
行

命
令

を
発

し
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
統

括
推

進
員

が
直

ち
に

登
録

手
続

を
行

っ

た
。

　
今

後
は

、
統

括
推

進
員

に
お

い
て

自
家

用
車

使
用

登
録

・
運

転
免

許
証

一
覧

表
の

作
成

及
び

管
理

を
徹

底
す

る
。

併
せ

て
、

登
録

及
び

記
載

漏
れ

防
止

の
た

め
、

集
中

化
所

属
に

お
い

て
も

チ
ェ

ッ
ク

を
行

う
。

砂
防

課
平

成
3
0
年

７
月

３
日

平
成

3
0
年

７
月

3
1
日

注
意

事
項

　
時

間
外

勤
務

手
当

に
つ

い
て

、
週

休
日

の
振

替
指

定
日

に
勤

務
を

命
じ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
手

当
を

支
給

し
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
未

払
い

の
超

過
勤

務
手

当
は

、
本

人
へ

速
や

か
に

支
払

を
行

っ
た

。

　
統

括
推

進
員

、
班

総
括

及
び

職
員

が
情

報
共

有
で

き
る

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

管
理

シ
ス

テ
ム

に
振

替
日

を
記

載
し

、
複

数
職

員
が

確
実

に
チ

ェ
ッ

ク
す

る
仕

組
み

を
整

え
た

。

　
ま

た
、

シ
ス

テ
ム

の
ポ

ッ
プ

ア
ッ

プ
機

能
を

利
用

し
、

職
員

に
対

し
振

替
日

の
３

日
前

に
通

知
す

る
こ

と
で

、
振

替
休

日
の

取
得

漏
れ

を
防

ぐ
。

（
知

事
部

局
・

会
計

管
理

局
)

会
計

課
平

成
3
0
年

７
月

2
5
日

平
成

3
0
年

８
月

2
3
日

注
意

事
項

　
現

金
出

納
事

務
に

つ
い

て
、

義
援

金
と

し
て

受
領

し
た

現
金

の
受

払
を

現
金

出
納

表
に

替
え

て
「

義
援

金
受

入
台

帳
」

に
記

帳
す

る
こ

と
と

し
た

た
め

、
当

該
現

金
の

領
収

、
保

管
及

び
払

込
み

に
係

る
事

務
に

関
す

る
決

裁
手

続
が

執
ら

れ
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
従

来
か

ら
の

義
援

金
の

取
扱

方
法

を
踏

襲

し
、

会
計

規
則

第
1
9
1
条

に
基

づ
く

知
事

の
特

別
承

認
に

よ
る

「
義

援
金

受
入

台
帳

（
現

金
用

)
」

の
様

式
を

定
め

事
務

処
理

を
行

っ
た

が
、

「
義

援
金

受
入

台
帳

」
に

決
裁

権
者

の
確

認
欄

を
設

け
る

よ
う

様
式

の
見

直
し

を
行

っ
た

。

（
教

育
庁

)

教
育

財
務

課
平

成
3
0
年

６
月

2
2
日

平
成

3
0
年

７
月

1
8
日

注
意

事
項

　
物

品
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
全

て
の

研
修

用
ｉ

Ｐ
ａ

ｄ
に

衝
撃

吸
収

用
の

ケ
ー

ス
を

取
り

付
け

る
と

と
も

に
、

研
修

受
講

者
に

対
し

、
取

扱
い

に
細

心
の

注
意

を
払

う
よ

う
周

知
を

図
っ

た
。

　
今

後
と

も
、

物
品

の
適

正
な

管
理

に
努

め
る

。

義
務

教
育

課
平

成
3
0
年

６
月

2
5
日

平
成

3
0
年

７
月

1
8
日

注
意

事
項

　
通

勤
手

当
に

係
る

特
別

料
金

等
加

算
に

つ
い

て
、

高
速

道
路

利
用

回
数

が
利

用
要

件
に

達
し

な
か

っ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

翌
月

の
通

勤
手

当
額

を
減

額
調

整
し

て
い

な
い

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況
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八

　
通

勤
手

当
の

減
額

分
に

つ
い

て
平

成
3
0
年

７

月
９

日
に

返
納

済
み

。

　
職

員
か

ら
提

出
さ

れ
た

利
用

実
績

簿
に

誤
り

が
あ

る
場

合
は

、
再

提
出

さ
せ

る
こ

と
で

利
用

実
績

簿
の

自
動

計
算

に
反

映
さ

せ
て

、
ミ

ス
の

未
然

防
止

を
図

る
。

利
用

実
績

簿
の

確
認

に
お

い
て

は
、

担
当

、
副

任
及

び
総

括
の

３
名

で
確

実
に

確
認

を
行

う
。

体
育

保
健

課
平

成
3
0
年

６
月

2
1
日

平
成

3
0
年

７
月

1
8
日

注
意

事
項

①

　
高

校
給

食
調

理
業

務
委

託
契

約
に

つ
い

て
、

国
が

定
め

た
学

校
給

食
衛

生
管

理
基

準
及

び
委

託
仕

様
書

で
規

定
し

て
い

る
調

理
業

務
従

事
者

の
細

菌
検

査
が

規
定

の
回

数
実

施
さ

れ
て

い
な

い
ほ

か
、

調
理

業
務

従
事

者
報

告
書

等
が

県
及

び
学

校
へ

提
出

さ
れ

て
い

な
い

な
ど

、
契

約
が

適
正

に
履

行
さ

れ
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

①

　
監

査
後

、
直

ち
に

委
託

業
者

に
対

し
、
本

年

度
の

調
理

業
務

従
事

者
報

告
書

の
提

出
を

求
め

る
と

と
も

に
、

併
せ

て
調

理
従

事
者

の
細

菌
検

査
に

関
す

る
確

認
及

び
指

導
を

行
っ

た
。

　
今

後
は

、
委

託
業

者
に

対
す

る
指

導
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
複

数
人

で
書

類
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

な
ど

の
万

全
の

体
制

で
臨

み
、

再
発

防
止

を
図

る
こ

と
と

す
る

。

注
意

事
項

②

　
任

意
団

体
へ

の
県

有
備

品
の

無
償

貸
付

け
に

つ
い

て
、

会
計

規
則

等
で

規
定

し
て

い
る

部
外

貸
付

け
の

手
続

が
執

ら
れ

て
い

な
い

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

②

　
今

後
は

、
各

種
許

可
・

貸
付

手
続

に
漏

れ
が

な
い

よ
う

、
担

当
班

に
お

い
て

情
報

共
有

や
内

部
牽

制
な

ど
に

よ
り

万
全

の
体

制
で

臨
み

、
再

発
防

止
を

図
る

こ
と

と
す

る
。

　
な

お
、

平
成

3
0
年

度
分

の
貸

付
手

続
に

つ
い

て
は

、
適

正
に

処
理

を
行

っ
て

い
る

。

（
警

察
本

部
)

交
通

機
動

隊
平

成
3
0
年

７
月

3
0
日

平
成

3
0
年

８
月

2
3
日

注
意

事
項

　
住

居
手

当
に

つ
い

て
、

家
賃

等
の

支
払

額
が

契
約

額
よ

り
少

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

契
約

額
で

算
定

し
た

住
居

手
当

を
減

額
せ

ず
、

過
大

に
支

給
し

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
平

成
2
6
年

４
月

よ
り

住
居

手
当

を
計

算
し

直

し
、

差
額

分
を

職
員

よ
り

返
納

さ
せ

る
こ

と
と

し
、

返
納

金
額

（平
成

26年
４

月
～

平
成

30年
７

月
)2

6
,0

0
0
円

の
う

ち
、

平
成

3
0
年

度
分

は
1
0

月
分

支
給

給
与

か
ら

遡
及

返
納

し
、

過
年

度
分

は
納

入
通

知
書

に
よ

り
当

該
職

員
が

９
月

2
5
日

に
返

納
を

行
っ

た
。

　
ま

た
、

毎
年

調
査

が
行

わ
れ

る
「

各
種

手
当

支
給

に
お

け
る

確
認

」
に

お
い

て
、

職
員

が
提

出
し

た
証

拠
書

類
を

確
認

者
及

び
会

計
担

当
者

な
ど

複
数

の
目

で
確

実
に

チ
ェ

ッ
ク

し
、

誤
支

給
の

防
止

に
努

め
る

。
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九

○
公
　
　
　
　
　
告

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
職
業
能
力
開
発

促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

平
成
三
十
一
年
度
全
期
（
随
時
実
施
す
る
二
級
、
三
級
及
び
基
礎
級
）
技
能
検
定
を
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

随
時
実
施
す
る
等
級
別
検
定
職
種　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

１　

二
級

　

機
械
加
工
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
旋
盤
加
工
法
、
フ
ラ
イ

ス
盤
加
工
法
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
加
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に

あ
っ
て
は
、
普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作

業
に
限
る
。
）
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ

て
は
、
構
造
物
鉄
工
作
業
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
構
造

物
鉄
工
作
業
に
限
る
。
）
、
建
築
板
金
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て

は
、
内
外
装
板
金
施
工
法
及
び
ダ
ク
ト
板
金
施
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科

目
に
あ
っ
て
は
、
内
外
装
板
金
作
業
及
び
ダ
ク
ト
板
金
作
業
に
限
る
。
）
、
工
場
板
金
（
学
科
試
験
の

う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
機
械
板
金
加
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者

が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
機
械
板
金
作
業
に
限
る
。
）
、
仕
上
げ
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検

者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
治
工
具
仕
上
げ
法
、
金
型
仕
上
げ
法
及
び
機
械
組
立
仕
上
げ
法

に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
治
工
具
仕
上
げ
作
業
、
金
型
仕
上

げ
作
業
及
び
機
械
組
立
仕
上
げ
作
業
に
限
る
。
）
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立

て
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
法
及
び

開
閉
制
御
器
具
組
立
て
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
配
電
盤

・
制
御
盤
組
立
て
作
業
及
び
開
閉
制
御
器
具
組
立
て
作
業
に
限
る
。
）
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、

婦
人
子
供
服
製
造
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
婦
人
子
供
既
製
服

製
造
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
婦
人
子
供
既
製
服
縫
製
作

業
に
限
る
。
）
、
紳
士
服
製
造
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
紳
士

既
製
服
製
造
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
紳
士
既
製
服
縫
製

作
業
に
限
る
。
）
、
帆
布
製
品
製
造
、
家
具
製
作
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に

あ
っ
て
は
、
家
具
手
加
工
作
業
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、

家
具
手
加
工
作
業
に
限
る
。
）
、
建
具
製
作
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ

て
は
、
木
製
建
具
手
加
工
作
業
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、

木
製
建
具
手
加
工
作
業
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す

る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
圧
縮
成
形
法
、
射
出
成
形
法
及
び
ブ
ロ
ー
成
形
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受

検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
圧
縮
成
形
作
業
、
射
出
成
形
作
業
及
び
ブ
ロ
ー
成
形
作
業
に
限

る
。
）
、
パ
ン
製
造
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築
大
工
、

か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目

に
あ
っ
て
は
、
建
築
配
管
施
工
法
及
び
プ
ラ
ン
ト
配
管
施
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選

択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
建
築
配
管
作
業
及
び
プ
ラ
ン
ト
配
管
作
業
に
限
る
。
）
、
型
枠
施
工
、
鉄

筋
施
工
（
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
鉄
筋
組
立
て
作
業
に
限

る
。
）
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に

あ
っ
て
は
、
シ
ー
リ
ン
グ
防
水
施
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て

は
、
シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
作
業
に
限
る
。
）
、
内
装
仕
上
げ
施
工
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が

選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
鋼
製
下
地
施
工
法
、
ボ
ー
ド
仕
上
げ
施
工
法
及
び
カ
ー
テ
ン
施
工
法

に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
鋼
製
下
地
工
事
作
業
、
ボ
ー
ド
仕

上
げ
工
事
作
業
及
び
カ
ー
テ
ン
工
事
作
業
に
限
る
。
）
、
表
装
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択

す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
壁
装
施
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て

は
、
壁
装
作
業
に
限
る
。
）
、
塗
装
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、

建
築
塗
装
法
、
金
属
塗
装
法
及
び
噴
霧
塗
装
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に

あ
っ
て
は
、
建
築
塗
装
作
業
、
金
属
塗
装
作
業
及
び
噴
霧
塗
装
作
業
に
限
る
。
）
及
び
工
業
包
装

注　

随
時
実
施
す
る
二
級
の
検
定
試
験
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
種
に
係
る
基
礎
級
又
は
職
業
能
力
開
発
促

進
法
施
行
規
則
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。

以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
に
掲
げ
る
基
礎
一
級
若
し
く
は
基
礎
二
級
の
技
能
検
定
及

び
当
該
検
定
職
種
に
係
る
三
級
の
実
技
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。　

　

２　

三
級

　

機
械
加
工
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
旋
盤
加
工
法
、
フ
ラ
イ

ス
盤
加
工
法
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
加
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に

あ
っ
て
は
、
普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作

業
に
限
る
。
）
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科



平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
〇

目
に
あ
っ
て
は
、
内
外
装
板
金
施
工
法
及
び
ダ
ク
ト
板
金
施
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が

選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
内
外
装
板
金
作
業
及
び
ダ
ク
ト
板
金
作
業
に
限
る
。
）
、
工
場
板
金
（
学

科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
機
械
板
金
加
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受

検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
機
械
板
金
作
業
に
限
る
。
）
、
仕
上
げ
（
学
科
試
験
の
う
ち
、
受

検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
治
工
具
仕
上
げ
法
、
金
型
仕
上
げ
法
及
び
機
械
組
立
仕
上
げ
法

に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
治
工
具
仕
上
げ
作
業
、
金
型
仕
上

げ
作
業
及
び
機
械
組
立
仕
上
げ
作
業
に
限
る
。
）
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
（
学

科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
法
及
び
開
閉
制

御
器
具
組
立
て
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
配
電
盤
・
制
御

盤
組
立
て
作
業
及
び
開
閉
制
御
器
具
組
立
て
作
業
に
限
る
。
）
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
婦
人
子
供

服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
帆
布
製
品
製
造
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
（
学
科
試

験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
圧
縮
成
形
法
、
射
出
成
形
法
及
び
ブ
ロ
ー
成
形

法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
圧
縮
成
形
作
業
、
射
出
成
形
作

業
及
び
ブ
ロ
ー
成
形
作
業
に
限
る
。
）
、
パ
ン
製
造
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練

り
製
品
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
（
学
科
試
験
の
う
ち
、

受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
建
築
配
管
施
工
法
及
び
プ
ラ
ン
ト
配
管
施
工
法
に
、
実
技
試

験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
建
築
配
管
作
業
及
び
プ
ラ
ン
ト
配
管
作
業
に
限

る
。
）
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
（
学
科

試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
鋼
製
下
地
施
工
法
、
ボ
ー
ド
仕
上
げ
施
工
法

及
び
カ
ー
テ
ン
施
工
法
に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
鋼
製
下
地

工
事
作
業
、
ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
作
業
及
び
カ
ー
テ
ン
工
事
作
業
に
限
る
。
）
、
表
装
、
塗
装
（
学
科
試

験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
建
築
塗
装
法
、
金
属
塗
装
法
及
び
噴
霧
塗
装
法

に
、
実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選
択
す
る
科
目
に
あ
っ
て
は
、
建
築
塗
装
作
業
、
金
属
塗
装
作
業

及
び
噴
霧
塗
装
作
業
に
限
る
。
）
及
び
工
業
包
装

注　

随
時
実
施
す
る
三
級
の
検
定
試
験
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
種
に
係
る
基
礎
級
又
は
旧
規
則
第
六
十
一

条
に
掲
げ
る
基
礎
一
級
若
し
く
は
基
礎
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。　

　

３　

基
礎
級

　

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
め
っ

き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電

気
機
器
組
立
て
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色
、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造
、

婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
寝
具
製
作
、
帆
布
製
品
製
造
、
布
は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、
建
具

製
作
、
紙
器
・
段
ボ
ー
ル
箱
製
造
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成

形
、
石
材
施
工
、
パ
ン
製
造
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築

大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
築
炉
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ
イ

ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
及
び
工
業
包
装

注　

随
時
実
施
す
る
基
礎
級
の
検
定
試
験
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能

実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技

能
実
習
生
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。　

二　

試
験
の
方
法

　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

三　

技
能
検
定
試
験
の
手
数
料
、
実
施
期
日
、
実
施
場
所
等

　

１　

実
技
試
験

　
　

㈠　

手
数
料　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

随
時
実
施
す
る
二
級
、
三
級
及
び
基
礎
級
の
手
数
料
は
、
一
七
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

　
　

㈡　

実
施
期
日　
　

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
）
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
（
火
）
ま
で
の
間
で
、
大

分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

　
　

㈢　

実
施
場
所

　
　
　
　

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
場
所
と
す
る
。

　
　

㈣　

問
題
の
公
表

　
　
　
　

実
技
試
験
の
問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
受
検
申
請
者
に
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
検
定
職
種
に

　
　
　

つ
い
て
は
問
題
の
全
部
又
は
一
部
を
公
表
し
な
い
。

　

２　

学
科
試
験

　
　

㈠　

手
数
料

　
　
　
　

手
数
料
は
、
三
、
一
〇
〇
円
と
す
る
。

　
　

㈡　

実
施
期
日

　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
）
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
（
火
）
ま
で
の
間
で
、
大

分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

　
　

㈢　

実
施
場
所

　
　
　
　

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
場
所
と
す
る
。

四　

受
検
申
請
の
手
続

　

１　

提
出
書
類
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一
一

　
　
　

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

　

２　

提
出
先

　
　
　

大
分
市
大
字
下
宗
方
字
古
川
千
三
十
五
番
地
一

　
　
　
　

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
　
　
　
　

電
話　

（
〇
九
七
）
五
四
二
－
三
六
五
一

　

３　

受
付
期
間

　
　
　

原
則
と
し
て
、
技
能
検
定
試
験
の
実
施
期
日
の
三
十
日
前
ま
で

　

４　

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意

　
　

㈠　

申
請
書
の
用
紙
は
、
大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。

　
　
　
　

な
お
、
申
請
書
の
用
紙
を
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

　
　
　

用
紙
請
求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
宛
先
を
記
入
し
、
一
四
〇
円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
を

　
　
　

同
封
す
る
こ
と
。

　
　

㈡　

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在

　
　
　

中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。

五　

手
数
料
の
納
付
方
法

　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

六　

合
格
者
の
発
表
等

　

１　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
　
　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
　

が
、
本
人
宛
書
面
で
通
知
す
る
。

　

２　

技
能
検
定
合
格
証
書
の
交
付

　
　
　

随
時
実
施
す
る
二
級
、
三
級
及
び
基
礎
級
の
技
能
検
定
合
格
者
に
、
大
分
県
知
事
か
ら
交
付
す
る
。

七　

そ
の
他

　

全
期
技
能
検
定
は
、
外
国
人
の
技
能
実
習
制
度
に
係
る
研
修
成
果
の
評
価
及
び
修
得
技
能
等
の
認
定
に

活
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
随
時
実
施
す
る
二
級
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
受
検
し
よ
う
と
す

る
職
種
に
係
る
基
礎
級
又
は
旧
規
則
第
六
十
一
条
に
掲
げ
る
基
礎
一
級
若
し
く
は
基
礎
二
級
の
技
能
検
定

及
び
当
該
検
定
職
種
に
係
る
三
級
の
実
技
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、
随
時
実
施
す
る
三
級
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
種
に
係
る
基
礎
級
又
は
旧
規
則
第
六
十
一
条
に

掲
げ
る
基
礎
一
級
若
し
く
は
基
礎
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
随
時
実
施
す
る
基
礎
級
の
検
定
試
験
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技

能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
能
実
習
生
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
働
政
策
課
又
は
大
分
県

職
業
能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
職
業
能
力
開
発

促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

平
成
三
十
一
年
度
前
期
技
能
検
定
を
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

実
施
す
る
等
級
別
検
定
職
種
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

等
級

検
定
職
種

学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が

選
択
す
る
科
目

実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が

選
択
す
る
科
目

園
芸
装
飾

造
園

機
械
加
工

旋
盤
加
工
法

フ
ラ
イ
ス
盤
加
工
法

研
削
盤
加
工
法

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
加
工
法

普
通
旋
盤
作
業

数
値
制
御
旋
盤
作
業

フ
ラ
イ
ス
盤
作
業

数
値
制
御
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業

平
面
研
削
盤
作
業

円
筒
研
削
盤
作
業

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業

放
電
加
工

数
値
制
御
形
彫
り
放
電
加
工
法

ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
法

数
値
制
御
形
彫
り
放
電
加
工
作
業

ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
作
業

鉄
工

製
缶
作
業
法

構
造
物
鉄
工
作
業
法

製
缶
作
業

構
造
物
鉄
工
作
業

建
築
板
金

内
外
装
板
金
施
工
法

ダ
ク
ト
板
金
施
工
法

内
外
装
板
金
作
業

ダ
ク
ト
板
金
作
業

工
場
板
金

曲
げ
板
金
加
工
法

打
出
し
板
金
加
工
法

曲
げ
板
金
作
業

打
出
し
板
金
作
業

仕
上
げ

治
工
具
仕
上
げ
法

治
工
具
仕
上
げ
作
業

金
型
仕
上
げ
法

機
械
組
立
仕
上
げ
法

金
型
仕
上
げ
作
業

機
械
組
立
仕
上
げ
作
業

電
子
機
器
組
立
て
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一
二

電
気
機
器
組
立
て

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
法

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業

光
学
機
器
製
造

光
学
ガ
ラ
ス
研
磨
法

光
学
ガ
ラ
ス
研
磨
作
業

一
級

建
設
機
械
整
備

二
級

婦
人
子
供
服
製
造

婦
人
子
供
注
文
服
製
作
法

婦
人
子
供
注
文
服
製
作
作
業

家
具
製
作

家
具
手
加
工
作
業
法

家
具
手
加
工
作
業

建
具
製
作

木
製
建
具
手
加
工
作
業
法

木
製
建
具
手
加
工
作
業

印
刷

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成

形

射
出
成
形
法

射
出
成
形
作
業

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
成
形

積
層
成
形
法

手
積
み
積
層
成
形
作
業

石
材
施
工

石
張
り
施
行
法

石
張
り
作
業

と
び 

左
官

築
炉

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

タ
イ
ル
張
り

畳
製
作

防
水
施
工

ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
施

工
法

ア
ク
リ
ル
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
施

行
法

セ
メ
ン
ト
系
防
水
施
工
法

シ
ー
リ
ン
グ
防
水
施
工
法

改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
常

ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事

作
業

ア
ク
リ
ル
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事

作
業

セ
メ
ン
ト
系
防
水
工
事
作
業

シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
作
業

改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
常
温

温
粘
着
工
法
防
水
施
工
法

Ｆ
Ｒ
Ｐ
防
水
施
工
法

粘
着
工
法
防
水
工
事
作
業

Ｆ
Ｒ
Ｐ
防
水
工
事
作
業

内
装
仕
上
げ
施
工

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
施

工
法

鋼
製
下
地
施
工
法

ボ
ー
ド
仕
上
げ
施
工
法

化
粧
フ
ィ
ル
ム
施
工
法

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事

作
業

鋼
製
下
地
工
事
作
業

ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
作
業

化
粧
フ
ィ
ル
ム
工
事
作
業

熱
絶
縁
施
工

保
温
保
冷
施
工
法

保
温
保
冷
工
事
作
業

サ
ッ
シ
施
工

化
学
分
析

表
装

表
具
工
作
法

壁
装
施
工
法

表
具
作
業

壁
装
作
業

塗
装

建
築
塗
装
法

金
属
塗
装
法

建
築
塗
装
作
業

金
属
塗
装
作
業

広
告
美
術
仕
上
げ

広
告
板
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
法

広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
作
業

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

園
芸
装
飾

造
園

機
械
加
工

旋
盤
加
工
法

フ
ラ
イ
ス
盤
加
工
法

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
加
工
法

普
通
旋
盤
作
業

数
値
制
御
旋
盤
作
業

フ
ラ
イ
ス
盤
作
業

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業

三
級

仕
上
げ

機
械
組
立
仕
上
げ
法

機
械
組
立
仕
上
げ
作
業

機
械
検
査

電
子
機
器
組
立
て

建
築
大
工

と
び

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

単
一

等
級

路
面
標
示
施
工

溶
融
ペ
イ
ン
ト
ハ
ン
ド
マ
ー

カ
ー
施
工
法

溶
融
ペ
イ
ン
ト
ハ
ン
ド
マ
ー
カ
ー

工
事
作
業

塗
料
調
色

二　

試
験
の
方
法

　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

三　

技
能
検
定
の
手
数
料
、
実
施
期
日
、
実
施
場
所
等

　

１　

実
技
試
験

　
　

㈠　

手
数
料

　
　
　
　

一
級
、
二
級
、
三
級
及
び
単
一
等
級
の
手
数
料
は
、
一
七
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

　
　
　
　

た
だ
し
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
手
数
料
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

イ　

実
技
試
験
の
二
級
又
は
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
当
該
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る
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一
三

年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て
三
十
五
歳
に
達
し
て
い
な
い
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す

る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
手
数
料
は
、
八
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

ロ　

実
技
試
験
の
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
七
第
三

項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
職
業

訓
練
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
短
期
訓
練
課
程
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
受
け
て
い
る

者
、
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
同
法
第
二
十
四
条

第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
（
短
期
訓
練
課
程
を
除
く
。
）
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
雇

用
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発

総
合
大
学
校
に
在
学
す
る
者
又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
に
限
る
。
）
、
特
別
支
援
学
校
（
高
等
部
に

限
る
。
）
、
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
若
し

く
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
者
を
い
う
。
）
に
係
る
手

数
料
は
、
一
一
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

　
　
　

ハ　

イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
係
る
手
数
料
は
、
二
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

　
　

㈡　

実
施
期
日

　

平
成
三
十
一
年
六
月
七
日
（
金
）
か
ら
平
成
三
十
一
年
九
月
十
日
（
火
）
ま
で
の
間
で
大
分
県
職

業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。 

　
　

㈢　

実
施
場
所

　
　
　
　

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
場
所
と
す
る
。

　
　

㈣　

問
題
の
公
表

　

実
技
試
験
の
問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
平
成
三
十
一
年
五
月
三
十
一
日
（
金
）
に
、
大
分
県
職
業
能

力
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
検
定
職
種
に
つ
い
て
は
問
題
の
全
部
又
は
一

部
を
公
表
し
な
い
。

　

２　

学
科
試
験

　
　

㈠　

手
数
料

　
　
　
　

手
数
料
は
、
三
、
一
〇
〇
円
と
す
る
。

　
　

㈡　

実
施
期
日

　
　
　
　

検
定
職
種
ご
と
に
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　

た
だ
し
、
一
の
表
に
お
い
て
、
選
択
科
目
を
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
択
科
目
に
係
る

学
科
試
験
に
限
る
。

検　
　
　

定　
　
　

職　
　
　

種

実　

施　

期　

日

　
　

三
級

　

園
芸
装
飾
、
造
園
、
機
械
加
工
、
仕
上
げ
、
機
械
検

査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
築
大
工
、
と
び
、
フ
ラ
ワ

ー
装
飾

平
成
三
十
一
年
七
月
十
四
日（

日）

　
　

一
級
及
び
二
級

　

造
園
、
光
学
機
器
製
造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
と

び
、
築
炉
、
防
水
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
化
学
分
析
、

塗
装

平
成
三
十
一
年
八
月
二
十
五
日（

日）

　
　

一
級
及
び
二
級

  

機
械
加
工
、
鉄
工
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
設
機
械

整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、

印
刷
、
左
官
、
畳
製
作
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
広
告
美

術
仕
上
げ

平
成
三
十
一
年
九
月
一
日（

日）

　
　

一
級
及
び
二
級

　

園
芸
装
飾
、
放
電
加
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、

仕
上
げ
、
電
気
機
器
組
立
て
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成

形
、
石
材
施
工
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル
張
り
、
熱

絶
縁
施
工
、
表
装
、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

　
　

単
一
等
級

　

路
面
標
示
施
工
、
塗
料
調
色

平
成
三
十
一
年
九
月
八
日
（
日）

　
　

㈢　

実
施
場
所

　
　
　
　

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
場
所
と
す
る
。

四　

受
検
申
請
の
手
続

　

１　

提
出
書
類

　
　

㈠　

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

　
　

㈡　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

　

２　

提
出
先

　
　
　

大
分
市
大
字
下
宗
方
字
古
川
千
三
十
五
番
地
一

　
　
　
　

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会



平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
四

　
　
　
　
　

電
話　

（
〇
九
七
）
五
四
二
－
三
六
五
一

　

３　

受
付
期
間

　

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
火
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
申
請
書

は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

　

４　

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意

　
　

㈠　

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。

　

な
お
、
申
請
書
の
用
紙
を
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

用
紙
請
求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
宛
先
を
記
入
し
、
一
四
〇
円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
を
同

封
す
る
こ
と
。

　
　

㈡　

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在
中
」

　
　
　

と
朱
書
す
る
こ
と
。

五　

手
数
料
の
納
付
方
法

　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
技
試
験
又

は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
は
要
し
な
い
。

　

な
お
、
申
請
書
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
、
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
手

数
料
は
返
還
し
な
い
。

六　

合
格
者
の
発
表
等

　

１　

技
能
検
定
合
格
者
の
発
表

　

技
能
検
定
合
格
者
の
氏
名
は
、
三
級
職
種
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
日
（
金
）
、
一

級
、
二
級
及
び
単
一
等
級
職
種
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
四
日
（
金
）
に
大
分
県
庁
舎
本
館
一
階
の
県

民
ホ
ー
ル
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
大
分
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
登
載
し
、
本
人
宛
書
面
で
通
知
す
る
。

　

２　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会

が
、
三
級
職
種
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
日
（
金
）
、
一
級
、
二
級
及
び
単
一
等
級
職
種

に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
四
日
（
金
）
に
本
人
宛
書
面
で
通
知
す
る
。

　

３　

技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　

㈠　

技
能
検
定
合
格
証
書

　

特
級
、
一
級
及
び
単
一
等
級
の
合
格
者
に
は
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
、
二
級
及
び
三
級
の
合
格
者
に

は
大
分
県
知
事
か
ら
交
付
す
る
。

　
　

㈡　

技
能
士
章

　

特
級
の
合
格
者
に
は
特
級
技
能
士
章
、
一
級
の
合
格
者
に
は
一
級
技
能
士
章
、
単
一
等
級
の
合
格

者
に
は
単
一
等
級
技
能
士
章
、
二
級
の
合
格
者
に
は
二
級
技
能
士
章
、
三
級
の
合
格
者
に
は
三
級
技

能
士
章
が
、
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
交
付
さ
れ
る
。

七　

そ
の
他

　

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
大
分
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
働
政
策
課
又
は
大
分
県
職
業
能
力
開

発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。


